
○昭島市住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金交付要綱 

平成21年４月１日実施 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地球温暖化の原因とされる温室効果ガスの削減に配慮

した住宅用新エネルギー機器等（以下「機器等」という。）の普及促進を

積極的に図るため、機器等を住宅等に購入して設置し、又は機器等の設置

された住宅等を購入した者に対し補助金を交付することについて、必要な

事項を定めるものとする。 

（一部改正〔平成28年要綱89号〕） 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

(１) 住宅等 専ら居住の用に供する住宅（延べ床面積の過半を居住の用

に供する店舗等の併用住宅を含む。）、集合住宅、事務所又は事業所を

いう。 

(２) 集合住宅 ２以上の住戸を有する建築物をいう。 

(３) 賃貸住宅等 賃貸住宅又は使用貸借住宅をいう。 

(４) 管理組合等 マンション管理の適正化の推進に関する法律（平成12

年法律第149号）第２条第３号に規定する管理組合又は同法第２条第４

号に規定する管理者をいう。 

(５) HEMS等 家庭におけるエネルギー管理を支援するシステム、ビルに

おけるエネルギー管理を支援するシステム又は工場におけるエネルギー

管理を支援するシステムで、一般社団法人環境共創イニシアチブが行う

認証を受けたもの又はこれに準じた性能をもつものと市長が認めるもの

をいう。 

（一部改正〔平成26年要綱41号〕） 

（補助対象機器及び補助金の額） 

第３条 補助金の対象となる機器等及び当該機器等は、別表第１に定める機

器とする。 

２ 機器等に係る補助金の額は、予算の範囲内において、別表第１に定める

額とする。この場合において、補助金の申請が多数の理由により前項の規

定による補助金の額の合計金額が予算額を超えるときは、予算額を申請額

の合計金額で除して得た割合を、それぞれの申請額に乗じて得た額を補助



金額とする。 

（一部改正〔令和元年要綱16号・３年61号〕） 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」とい

う。）は、別表第２の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる要件

の全てを満たす者とする。 

（一部改正〔令和３年要綱61号〕） 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、別表第３に定める機器等の設

置完了日に応じた申請期間内に、昭島市住宅用新エネルギー機器等普及促

進補助金交付申請書（第１号様式）により市長に申請しなければならない。 

２ 前項の場合において、機器等の設置業者等に申請等の手続を代行させる

者は、前項に掲げる書類のほか手続代行者選任届（第２号様式）を添付し

なければならない。 

３ 第１項の規定による申請は、同一の住宅等につき１回、別表第１に掲げ

る機器等のうちいずれか１件に限り行うことができるものとする。 

４ 別表第２に規定する住宅供給事業者へ補助金の交付があった個人住宅を

購入した者は、補助金の交付を受けていない場合であっても、当該住宅に

おける補助対象者とはならないものとする。 

（一部改正〔平成26年要綱41号・27年49号・29年32号・令和元年16

号・３年61号・４年107号〕） 

（交付決定） 

第６条 市長は、前条第１項の規定による申請を受けたときは、申請書及び

関係書類を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは、速やかに

補助金の交付額を決定し、昭島市住宅用新エネルギー機器等普及促進補助

金交付（不交付）決定通知書（第３号様式）により当該申請をした者に通

知するものとする。 

（一部改正〔平成26年要綱41号・27年49号・令和元年16号〕） 

（補助金の請求） 

第７条 前条の規定により交付決定の通知を受けた者は、交付決定のあった

日の翌日から20日以内に昭島市住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金

交付請求書（第４号様式）を市長に提出するものとする。 

（一部改正〔平成27年要綱49号・29年32号・令和元年16号〕） 



（補助金の交付） 

第８条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交

付するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第９条 市長は、次のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全

部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(２) その他市長が必要と認めるとき。 

（一部改正〔平成27年要綱49号・28年89号〕） 

（補助金の返還） 

第10条 市長は、補助金の交付を受けた者について前条の規定による取消し

をした場合には、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命じるもの

とする。 

（協力） 

第11条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、次に掲げる事項について

協力を求めることができる。 

(１) あきしま省エネファミリー制度への登録 

(２) 機器等に関するアンケート調査 

(３) その他市長が必要と認める事項 

（その他） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は

市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成21年４月１日から実施する。 

附 則（平成22年４月１日） 

この要綱は、平成22年４月１日から実施する。 

附 則（平成23年４月１日） 

この要綱は、平成23年４月１日から実施する。 

附 則（平成23年９月１日） 

この要綱は、平成23年９月１日から実施する。 

附 則（平成24年５月１日） 

この要綱は、平成24年５月１日から実施する。 

附 則（平成25年１月１日） 



この要綱は、平成25年１月１日から実施する。 

附 則（平成25年５月１日） 

この要綱は、平成25年５月１日から実施する。 

附 則（平成26年５月１日要綱第41号） 

この要綱は、平成26年５月１日から実施する。 

附 則（平成27年５月１日要綱第49号） 

この要綱は、平成27年５月１日から実施する。 

附 則（平成28年４月１日要綱第89号） 

この要綱は、平成28年４月１日から実施する。 

附 則（平成29年５月１日要綱第32号） 

この要綱は、平成29年５月１日から実施する。 

附 則（令和元年６月15日要綱第16号） 

この要綱は、令和元年６月15日から実施する。 

附 則（令和２年８月１日要綱第94号） 

この要綱は、令和２年８月１日から実施する。 

附 則（令和３年７月１日要綱第61号） 

この要綱は、令和３年７月１日から実施する。 

附 則（令和４年７月８日要綱第105号） 

この要綱は、令和４年７月８日から実施する。 

附 則（令和４年８月31日要綱第107号） 

この要綱は、令和４年８月31日から実施する。 

附 則（令和６年４月１日要綱第54号） 

この要綱は、令和６年４月１日から実施する。 

附 則（令和６年４月１日要綱第96号） 

この要綱は、令和６年４月１日から実施する。 

附 則（令和６年８月１日要綱第107号） 

この要綱は、令和６年８月１日から実施する。 

附 則（令和７年５月１日） 

この要綱は、令和７年５月１日から実施する。 

 

 

 

 



別表第１（第３条関係） 

（一部改正〔平成27年要綱49号・28年89号・令和元年16号・２年94

号・３年61号・４年105号・107号・６年107号〕） 

補助対象機器 補助金額 

太陽光発電システム 

一般財団法人電気安全環境研究所が行う太陽電池

モジュールの認証を受けたもの又はこれに準じた性

能をもつものと市長が認めるもの。 

15,000円に当該補助対

象機器の最大出力キロ

ワットを乗じて得た額

（ただし、60,000円を

限度とする。） 

太陽熱高度利用システム 

日本産業規格（以下「JIS」という。）に適合し

たもの、一般財団法人ベターリビング優良住宅部品

認定を受けたもので集熱媒体を強制循環させる太陽

熱集熱器及び蓄熱槽等によって構成され、給湯及び

冷暖房に利用可能なもの又はこれらに準じた性能を

もつものと市長が認めるもの。 

50,000円 

太陽熱温水器 

JISに適合したもの、一般財団法人ベターリビン

グ優良住宅部品認定を受けたもので太陽熱集熱器及

び太陽熱蓄熱槽により構成されているもの又はこれ

らに準じた性能をもつものと市長が認めるもの。 

25,000円 

蓄電池 

一般社団法人環境共創イニシアチブが行う定置用

リチウムイオン蓄電池の認証を受けた太陽光発電連

携型蓄電池又はこれに準じた性能をもつものと市長

が認めるもの。 

機器費の３分の１以内

の額（ただし、50,000

円を限度とする。） 

燃料電池 

住宅用途に供する部分において使用する燃料電池

コージェネレーションシステムであって、次の要件

を満たすものであること。 

１ １台当たりの発電能力が定格出力0.5キロワッ

トから1.5キロワットまでの間であること。 

2 貯湯容量が50リットル以上の貯湯ユニット（排

50,000円 



熱を回収できる貯湯槽をいう。以下同じ。）を有

するもの又はこれと同等の貯湯ユニットを有する

もので、燃料電池ユニット部の排熱を蓄えられる

ものであること。 

３ JISに基づく総合効率が低位発熱量基準（以下

「LHV基準」という。）で80％以上であること。 

備考 

１ 太陽光発電システムについては、最大出力キロワットの小数点以下

第３位を切り捨て、補助金額を計算する。 

２ 補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

３ 補助対象機器は、全て定置型のものとする。 

別表第２（第４条関係） 

（一部改正〔平成28年要綱89号・令和３年61号〕） 

区分 補助対象の要件 

個人住宅 １ 次の各号のいずれかに該当するものであること。 

(１) 市内に住所を有する者で、市内の住宅（賃貸住宅等の場

合にあっては、当該住宅の所有者から機器等を設置すること

について同意を得ているものに限る。）に機器等を購入して

設置し、又は機器等を設置した住宅を市内において購入した

ものであること。 

(２) 建築の計画段階において、事前に市と協議を行い、市が

認めた住宅供給事業者（住宅の建築及び販売を業として行う

者をいう。以下同じ。）であって、市内に第三者に販売する

ことを目的としたおおむね100棟以上の個人住宅を新築し、

当該住宅において機器等を設置したものであること。 

２ 設置した機器等が、設置当時未使用のものであったこと。 

３ 納期が到来している市税及び国民健康保険税を完納してい

ること。 

４ 燃料電池及び蓄電池の設置にあっては、当該機器の設置に

併せてHEMS等の設置をしていること。 

集合住宅 １ 市内に住所を有する個人（個人事業主を含む。以下同

じ。）若しくは法人又は管理組合等のうち、市内に集合住宅を

所有するもので、当該集合住宅（賃貸住宅等の場合にあって



は、当該住宅の所有者から当該機器を設置することについて同

意を得ているものに限る。）に機器等を購入し、設置するもの

であること。 

２ 設置した機器等が、設置当時未使用のものであったこと。 

３ 個人にあっては、納期が到来している市税及び国民健康保

険税を完納していること。 

４ 法人にあっては、納期が到来している法人市民税を完納し

ていること。 

５ 燃料電池及び蓄電池の設置にあっては、当該機器の設置に

併せてHEMS等の設置をしていること。 

事業所 １ 市内に住所を有する個人又は法人のうち、市内に事務所若

しくは事業所を所有するもので、当該事務所又は事業所（賃貸

住宅等の場合にあっては、当該住宅の所有者から当該機器を設

置することについて同意を得ているものに限る。）に機器等を

購入し、設置するものであること。 

２ 設置した機器等が、設置当時未使用のものであったこと。 

３ 個人にあっては、納期が到来している市税及び国民健康保

険税を完納していること。 

４ 法人にあっては、納期が到来している法人市民税を完納し

ていること。 

５ 燃料電池及び蓄電池の設置にあっては、当該機器の設置に

併せたHEMS等の設置をしていること。 

別表第３（第５条関係） 

（一部改正〔平成26年要綱41号・27年49号・29年32号・令和元年16

号・２年94号〕） 

機器等設置完了日 申請期間 

１月１日から12月31日まで 12月１日から翌年１月31日まで 

 


